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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器システムであって、
　無線通信を行う第１無線通信部を有する第１の端末機器と、
　無線通信を行う第２無線通信部を有するとともに、前記第２無線通信部の一部の回路の
動作を停止させた第１スリープ状態に移行することが可能な第２の端末機器と、
　を有し、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部は、前記第１スリープ状態の前記第２の端末
機器の前記第１スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成し
て送信し、
　前記第２の端末機器の前記第２無線通信部は、前記第１スリープ状態で、前記第１の端
末機器の前記第１無線通信部から送信された前記起動通知信号を受信し、前記起動通知信
号の電力の値に応じて前記第２の端末機器の前記第１スリープ状態を解除して、無変調波
による起動確認信号を生成して送信させ、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部は、前記第２の端末機器から送信された前記
起動確認信号を受信し、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末機器の
前記第１のスリープ状態が解除されたか否かを判定することを特徴とする電子機器システ
ム。
【請求項２】
　前記第２の端末機器の前記第２無線通信部は、前記起動通知信号の電力の値が第１の閾
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値以上であるときに、前記第２の端末機器の前記第１スリープ状態を解除することを特徴
とする請求項１に記載の電子機器システム。
【請求項３】
　前記第２端末機器の前記第２無線通信部は、前記起動通知信号を受信することが可能な
通知信号受信部と、前記起動通知信号の電力の値に基づいて前記第２端末機器の前記第１
スリープ状態を解除するスリープ状態解除制御部と、を有し、
　前記第２端末機器は、前記第１スリープ状態で、前記第２無線通信部における前記通知
信号受信部及び前記スリープ状態解除制御部を動作させ、前記第２無線通信部における前
記通知信号受信部及び前記スリープ状態解除制御部を除く回路部の動作を停止させること
を特徴とする請求項１又は２に記載の電子機器システム。
【請求項４】
　前記第１端末機器の前記第１無線通信部は、前記無線通信に使用される搬送波を生成し
て、前記搬送波を前記起動通知信号として送信する通知信号送信部と、前記搬送波を特定
の情報に対応して変調するための変調回路部と、を有し、
　前記第１端末機器は、前記第１無線通信部の一部の回路の動作を停止させた第２スリー
プ状態に移行することが可能であり、
　前記第１端末機器は、前記第２スリープ状態で、前記第１無線通信部における前記通知
信号送信部を動作させ、前記第１無線通信部における前記変調回路部の動作を停止させる
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の電子機器システム。
【請求項５】
　前記第２の端末機器の前記第２無線通信部は、前記無線通信に使用される搬送波を生成
して、前記搬送波を前記起動確認信号として送信する確認信号送信部と、前記搬送波を特
定の情報に対応して変調するための変調回路部と、を有し、
　前記第２無線通信部の前記スリープ状態解除制御部は、前記第２端末機器の前記第１ス
リープ状態が解除されたときに、前記確認信号送信部から前記起動確認信号を送信させ、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部は、前記第２の端末機器から送信される前記
起動確認信号を受信する確認信号受信部と、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前
記第２の端末機器の前記第２のスリープ状態が解除されたか否かを判定する動作状態判定
部と、を有することを特徴とする請求項４に記載の電子機器システム。
【請求項６】
　前記動作状態判定部は、前記起動確認信号の電力の値が第２の閾値以上であるときに、
前記第２の端末機器のスリープ状態が解除されたと判定することを特徴とする請求項５に
記載の電子機器システム。
【請求項７】
　前記第１端末機器は、
　前記第２スリープ状態で、前記通知信号送信部より前記起動通知信号を送信した後、前
記第１無線通信部における前記確認信号受信部と前記動作状態判定部とを動作させ、
　前記第１無線通信部における前記確認信号受信部及び前記動作状態判定部を除く回路部
の動作を停止させて、前記確認信号受信部により前記起動確認信号を受信し、
　前記動作状態判定部により前記第２端末機器の前記第２のスリープ状態が解除されたか
否かを判定することを特徴とする請求項５又は６に記載の電子機器システム。
【請求項８】
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムに適用される一の端末機器で
あって、
　無線通信を行う無線通信部を有し、
　前記無線通信部は、一部の回路の動作を停止させたスリープ状態の他の端末機器の前記
スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成して送信し、前記
起動通知信号を受信した前記他の端末機器において前記スリープ状態が解除された後に前
記他の端末機器から送信される、無変調波による起動確認信号を受信し、前記起動確認信
号の電力の値に基づいて、前記他の端末機器の前記スリープ状態が解除されたか否かを判
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定することを特徴とする端末機器。
【請求項９】
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムに適用される一の端末機器で
あって、
　無線通信を行う無線通信部を有し、前記無線通信部の一部の回路の動作を停止させたス
リープ状態に移行することが可能であり、
　前記無線通信部は、前記スリープ状態で、他の端末機器から送信される、前記スリープ
状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を受信し、前記起動通知信号の電
力の値に基づいて前記スリープ状態を解除し、前記スリープ状態を解除したときに、無変
調波による起動確認信号を生成して送信することを特徴とする端末機器。
【請求項１０】
　電子機器システムの制御方法であって、
　前記電子機器システムは、無線通信を行う第１無線通信部を有する第１端末機器と、無
線通信を行う第２無線通信部を有するとともに、前記第２無線通信部の一部の回路の動作
を停止させたスリープ状態に移行することが可能な第２端末機器と、を有し、
　前記第１端末機器の前記第１無線通信部により、前記スリープ状態の前記第２の端末機
器の前記スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成して送信
し、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部から送信された前記起動通知信号を、前記ス
リープ状態の前記第２の端末機器の前記第２無線通信部により受信し、前記起動通知信号
の電力の値に基づいて、前記第２の端末機器の前記スリープ状態を解除して、起動確認信
号を生成して送信し、
　前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を、前記第１の端末機器の前記第
１無線通信部により受信し、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末機
器の前記第１のスリープ状態が解除されたか否かを判定する、
ことを特徴とする電子機器システムの制御方法。
【請求項１１】
　前記第２の端末機器の前記スリープ状態が解除されたときに、前記第２の端末機器の前
記第２無線通信部により、無変調波で前記起動確認信号を生成して送信する
ことを特徴とする請求項１０に記載の電子機器システムの制御方法。
【請求項１２】
　電子機器システムの制御プログラムであって、
　前記電子機器システムは、無線通信を行う第１無線通信部を有する第１端末機器と、無
線通信を行う第２無線通信部を有するとともに、前記第２無線通信部の一部の回路の動作
を停止させたスリープ状態に移行することが可能な第２端末機器と、を有し、
　コンピュータに、
　前記第１端末機器の前記第１無線通信部により、前記スリープ状態の前記第２の端末機
器の前記スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成させて送
信させ、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部から送信された前記起動通知信号を、前記ス
リープ状態の前記第２の端末機器の前記第２無線通信部により受信させて、前記起動通知
信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末機器の前記スリープ状態を解除させて、起動
確認信号を生成して送信させ、
　前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を、前記第１の端末機器の前記第
１無線通信部により受信させ、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末
機器の前記第１のスリープ状態が解除されたか否かを判定させる、
ことを特徴とする電子機器システムの制御プログラム。
【請求項１３】
　前記第２の端末機器の前記スリープ状態が解除されたときに、前記第２の端末機器の前
記第２無線通信部により、無変調波で前記起動確認信号を生成させて送信させる、
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ことを特徴とする請求項１２に記載の電子機器システムの制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、未使用状態が一定期間継続した場合に、機器をスリープ状態に設定する電子
機器システム、端末機器、及び電子機器システムの制御方法、制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン（高機能型携帯電話）やタブレット端末等の携帯型の電子機器の
普及が著しい。これらの電子機器においては、通信機能を搭載し、様々な電子機器間で無
線通信を利用してデータを送受信することが行われている。また、近年においては、腕時
計やデジタルカメラ等の電子機器においても、通信機能を搭載するものが増加している。
【０００３】
　ところで、上述したような携帯型の電子機器においては、上記の通信機能をはじめ、様
々な機能を搭載することにより、消費電力の増加や電池寿命の短命化を招くという問題を
有している。特に腕時計等のように機器のサイズが小さく、かつ、電池容量が小さい電子
機器においては、消費電力や電池寿命の問題は、機器の使い勝手や性能を左右する重要な
ファクターとなっている。そのため、多くの携帯型の電子機器においては、上記のような
問題を改善するために、未使用状態が一定期間継続した場合には、駆動電力の供給を遮断
又は停止して、機器の特定の機能や大半の機能を休止するスリープ状態に設定する手法が
適用されている。
【０００４】
　例えば特許文献１には、携帯型の無線通信装置の使い勝手の向上や、電源電池の持続時
間の長期化を実現するために、無線通信装置に設けられているスリープスイッチを押下（
オン）することにより、着信機能を一定期間スリープ状態に設定する技術が開示されてい
る。また、特許文献１には、スリープ状態に設定されている無線通信装置において、スリ
ープ解除スイッチを押下（オン）することにより、着信機能のスリープ状態を解除する技
術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３２０４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献１等に開示された無線通信装置におけるスリープ状態の解除方法は、
ユーザが手動でスリープ解除スイッチを押下（オン）する必要があるため、解除操作が煩
わしく、また、対象となる無線通信装置が鞄等に入っているような場合には、無線通信装
置をその都度、鞄等から取り出す必要があり、手間や時間がかかるという問題を有してい
る。
【０００７】
　なお、無線通信機能を搭載した電子機器におけるスリープ状態の解除方法の他の例とし
ては、無線通信により外部からスリープ状態を解除する手法も知られている。このような
手法においては、ユーザが手動でスリープ解除操作を行う必要がないので、ユーザインタ
ーフェースとしては便利である。しかしながら、このような手法においては、スリープ状
態にある期間中、消費電力の比較的高い通信状態を維持する必要があるため、電池容量が
比較的小さい電子機器においては、電池寿命が短くなってしまうという問題を有している
。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて、消費電力を低減しつつ、簡易かつ迅速に
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スリープ状態を解除して、通常の動作状態に復起させることができる電子機器システム、
端末機器、及び電子機器システムの制御方法、制御プログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、
　電子機器システムであって、
　無線通信を行う第１無線通信部を有する第１の端末機器と、
　無線通信を行う第２無線通信部を有するとともに、前記第２無線通信部の一部の回路の
動作を停止させた第１スリープ状態に移行することが可能な第２の端末機器と、
　を有し、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部は、前記第１スリープ状態の前記第２の端末
機器の前記第１スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成し
て送信し、
　前記第２の端末機器の前記第２無線通信部は、前記第１スリープ状態で、前記第１の端
末機器の前記第１無線通信部から送信された前記起動通知信号を受信し、前記起動通知信
号の電力の値に応じて前記第２の端末機器の前記第１スリープ状態を解除して、無変調波
による起動確認信号を生成して送信させ、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部は、前記第２の端末機器から送信された前記
起動確認信号を受信し、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末機器の
前記第１のスリープ状態が解除されたか否かを判定することを特徴とする。
【００１０】
　本発明は、
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムに適用される一の端末機器で
あって、
　無線通信を行う無線通信部を有し、
　前記無線通信部は、一部の回路の動作を停止させたスリープ状態の他の端末機器の前記
スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成して送信し、前記
起動通知信号を受信した前記他の端末機器において前記スリープ状態が解除された後に前
記他の端末機器から送信される、無変調波による起動確認信号を受信し、前記起動確認信
号の電力の値に基づいて、前記他の端末機器の前記スリープ状態が解除されたか否かを判
定することを特徴とする。
【００１１】
　本発明は、
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムに適用される一の端末機器で
あって、
　無線通信を行う無線通信部を有し、前記無線通信部の一部の回路の動作を停止させたス
リープ状態に移行することが可能であり、
　前記無線通信部は、前記スリープ状態で、他の端末機器から送信される、前記スリープ
状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を受信し、前記起動通知信号の電
力の値に基づいて前記スリープ状態を解除し、前記スリープ状態を解除したときに、無変
調波による起動確認信号を生成して送信する
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、
　電子機器システムの制御方法であって、
　前記電子機器システムは、無線通信を行う第１無線通信部を有する第１端末機器と、無
線通信を行う第２無線通信部を有するとともに、前記第２無線通信部の一部の回路の動作
を停止させたスリープ状態に移行することが可能な第２端末機器と、を有し、
　前記第１端末機器の前記第１無線通信部により、前記スリープ状態の前記第２の端末機
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器の前記スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成して送信
し、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部から送信された前記起動通知信号を、前記ス
リープ状態の前記第２の端末機器の前記第２無線通信部により受信し、前記起動通知信号
の電力の値に基づいて、前記第２の端末機器の前記スリープ状態を解除して、起動確認信
号を生成して送信し、
　前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を、前記第１の端末機器の前記第
１無線通信部により受信し、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末機
器の前記第１のスリープ状態が解除されたか否かを判定する、
ことを特徴とする。
【００１３】
　本発明は、
　電子機器システムの制御プログラムであって、
　前記電子機器システムは、無線通信を行う第１無線通信部を有する第１端末機器と、無
線通信を行う第２無線通信部を有するとともに、前記第２無線通信部の一部の回路の動作
を停止させたスリープ状態に移行することが可能な第２端末機器と、を有し、
　コンピュータに、
　前記第１端末機器の前記第１無線通信部により、前記スリープ状態の前記第２の端末機
器の前記スリープ状態を解除させるための、無変調波である起動通知信号を生成させて送
信させ、
　前記第１の端末機器の前記第１無線通信部から送信された前記起動通知信号を、前記ス
リープ状態の前記第２の端末機器の前記第２無線通信部により受信させて、前記起動通知
信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末機器の前記スリープ状態を解除させて、起動
確認信号を生成して送信させ、
　前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を、前記第１の端末機器の前記第
１無線通信部により受信させ、前記起動確認信号の電力の値に基づいて、前記第２の端末
機器の前記第１のスリープ状態が解除されたか否かを判定させる、
ことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、無線通信機能を搭載した端末機器において、消費電力を低減しつつ、
簡易かつ迅速にスリープ状態を解除して、通常の動作状態に復起させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る電子機器システムの一例を示す概略構成図である。
【図２】本発明に係る電子機器システムに適用される情報通信端末機器の一実施形態を示
す概略ブロック図である。
【図３】本実施形態に係る情報通信端末機器に適用される無線通信部の一例を示す回路構
成図である。
【図４】本実施形態に係る第１の情報通信端末機器の制御方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図５】本実施形態に係る第２の情報通信端末機器の制御方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図６】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第１の情報通信端末機器
の動作状態（その１）を示す回路構成図である。
【図７】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第２の情報通信端末機器
の動作状態（その１）を示す回路構成図である。
【図８】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第１の情報通信端末機器
の動作状態（その２）を示す回路構成図である。
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【図９】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第１の情報通信端末機器
の動作状態（その３）を示す回路構成図である。
【図１０】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第２の情報通信端末機
器の動作状態（その２）を示す回路構成図である。
【図１１】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第２の情報通信端末機
器の動作状態（その３）を示す回路構成図である。
【図１２】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第１の情報通信端末機
器の動作状態（その４）を示す回路構成図である。
【図１３】本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第１の情報通信端末機
器の動作状態（その５）を示す回路構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明に係る電子機器システム、端末機器、及び電子機器システムの制御方法
、制御プログラムについて、実施形態を示して詳しく説明する。
【００１７】
　＜電子機器システム＞
　図１は、本発明に係る電子機器システムの一例を示す概略構成図であり、図２は、本発
明に係る電子機器システムに適用される情報通信端末機器の一実施形態を示す概略ブロッ
ク図である。
【００１８】
　本発明に係る電子機器システムの一実施形態は、例えば図１に示すように、第２の情報
通信端末機器（第２の端末機器）を起動させるための操作を行う送信側となる第１の情報
通信端末機器（第１の端末機器）１００と、第１の情報通信端末機器１００によって起動
される受信側となるスマートフォン（高機能携帯電話機）やセンサ機器等の第２の情報通
信端末機器２００と、を有している。ここで、第１の情報通信端末機器１００と第２の情
報通信端末機器２００は、いずれも所定の無線通信機能を搭載し、無線通信により相互に
データの送受信が可能なように構成されている。なお、図１においては、第１の情報通信
端末機器１００と第２の情報通信端末機器２００とが１対１の関係で無線通信により接続
された構成を示すが、本発明はこれに限定されるものではなく、１対複数の関係のように
、複数の情報通信端末機器が無線通信により相互に接続されているものであってもよい。
【００１９】
　このような通信システムにおいて、第１の情報通信端末機器１００は、例えば腕時計型
の外観を有し、ユーザの手首等に装着される。第２の情報通信端末機器２００は、スマー
トフォンやタブレット端末等の形態を有する場合には、例えばユーザの鞄や衣服のポケッ
ト等に収納されて携帯される。また、第２の情報通信端末機器２００が、心拍計やモーシ
ョンセンサ等のセンサ機器としての機能を有する場合には、例えばユーザの身体（胸部や
腰部等）の所定の部位に装着される。
【００２０】
　本実施形態に係る第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００は
、各情報通信端末機器に固有の機能部分を除いて、概ね同等の構成を有し、例えば図２に
示すように、入力操作部１１０と、センサ部１２０と、演算回路部（スリープ解除制御部
、動作状態判定部、起動通知制御部）１３０と、メモリ部１４０と、無線通信部１５０と
、表示部１６０と、電源供給部１７０と、を有している。なお、図１に示した２１０は図
２に示した入力操作部１１０に対応し、２６０は表示部１６０に対応する。
【００２１】
　入力操作部１１０は、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２０
０の筐体に設けられた押しボタンやタッチパネル等の入力手段である。入力操作部１１０
は、スリープ状態に設定された第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機
器２００を、無線通信により相互に接続して、各々のスリープ状態を解除して通常の動作
状態に復起（ウェイクアップ）させるために、ユーザにより入力操作が行われる。これに
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より、後述する演算回路部１３０においてスリープ状態を解除するための起動命令信号が
出力される。なお、入力操作部１１０は、ユーザが主体的に入力操作する手段に限らず、
例えば第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００に外部から印加
される状態の変化（例えば振動）、あるいは、その周辺の種々の状態の変化（例えば照度
変化）等を検知するセンサ手段を適用するものであってもよい。すなわち、入力操作部１
１０として、例えば第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００に
設けられた振動センサ（又は加速度センサ）や照度センサ等を適用することができる。
【００２２】
　センサ部１２０は、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００
に設けられたＧＰＳ（Global Positioning System）受信回路や加速度センサ、ジャイロ
センサ、地磁気センサ、心拍検出回路等のセンサ手段である。センサ部１２０は、後述す
る演算回路部１３０において種々のアプリケーションソフトウェア（例えば移動経路や運
動状態、心拍数等を測定、記録するソフトウェア）を実行する際に、各種の物理的又は生
体的なセンサデータ等を取得する。また、センサ部１２０には、後述する電源供給部１７
０により生成された駆動電力が、電源スイッチＳＷを介して供給される。この電源スイッ
チＳＷは、後述する演算回路部１３０によりオン、オフ状態が制御され、第１の情報通信
端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、センサ部
１２０への駆動電力の供給が遮断されて、センサ部１２０の機能が休止する。
【００２３】
　演算回路部１３０は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）やＭＰＵ（マイクロプロセッサ）等
の演算装置であって、後述するメモリ部１４０に保存されている所定の制御プログラムや
アルゴリズムプログラムを実行する。これにより、演算回路部１３０は、センサ部１２０
におけるセンシング動作や、無線通信部１５０における第１の情報通信端末機器１００及
び第２の情報通信端末機器２００相互のデータの送受信、表示部１６０における各種情報
の表示等の、各種の動作を制御する。また、演算回路部１３０は、第１の情報通信端末機
器１００及び第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態では、例えばセンサ部１２０
及び表示部１６０に設けられた各電源スイッチＳＷを制御して、少なくともセンサ部１２
０や表示部１６０への駆動電力の供給を遮断する。また、演算回路部１３０は、このスリ
ープ状態においては、後述する無線通信部１５０（図３参照）のうち、特定の回路部分の
みが動作する最小機能動作状態に設定する制御を行う。また、演算回路部１３０は、ユー
ザによる入力操作部１１０の入力操作に基づいて、無線通信により第１の情報通信端末機
器１００及び第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態を解除して通常の動作状態に
復起させる制御を行う。ここで、演算回路部１３０において実行される制御プログラムや
アルゴリズムプログラムは、演算回路部１３０の内部に予め組み込まれているものであっ
てもよい。なお、本実施形態に係る電子機器システムの制御方法（スリープ状態の解除方
法）については、詳しく後述する。
【００２４】
　メモリ部１４０は、センサ部１２０において取得したセンサデータや、表示部１６０に
おいて表示する表示データを保存する。また、メモリ部１４０は、演算回路部１３０にお
いて所定の制御プログラムやアルゴリズムプログラムを実行する際に使用するデータや、
その際に生成されるデータを保存する。また、メモリ部１４０は、演算回路部１３０にお
いて実行される制御プログラムやアルゴリズムプログラムが保存されるものであってもよ
い。なお、メモリ部１４０は、その一部又は全部が、例えばメモリカード等のリムーバブ
ル記憶媒体としての形態を有し、第１の情報通信端末機器１００に対して着脱可能に構成
されているものであってもよい。
【００２５】
　無線通信部１５０は、第１の情報通信端末機器１００と第２の情報通信端末機器２００
との間で各種のデータを送受信するための送信回路と受信回路とを有している。特に、無
線通信部１５０は、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００が
スリープ状態に設定されている期間中、送信回路と受信回路の特定の回路部分のみが通常
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の動作状態を維持し、それ以外の回路部分が機能を休止している最小機能動作状態に設定
される。ここで、無線通信部１５０は、例えばブルートゥース（Bluetooth（登録商標）
）通信やブルートゥースローエナジー（Bluetooth（登録商標） low energy（LE））通信
、ワイファイ（Wi-Fi；wireless fidelity（登録商標））通信等の各種の無線通信方式に
対応した回路構成を有している。なお、本実施形態に係る無線通信部１５０の回路構成に
ついては、詳しく後述する。
【００２６】
　表示部１６０は、例えばカラーやモノクロ表示が可能な液晶方式や、有機ＥＬ素子等の
発光素子方式の表示パネルを有している。表示部１６０は、第１の情報通信端末機器１０
０や第２の情報通信端末機器２００において実行されるアプリケーションソフトウェアに
関連する各種の情報や、上述した無線通信部１５０における第１の情報通信端末機器１０
０と第２の情報通信端末機器２００との間の通信状態に関連する情報等を表示する。ここ
で、表示部１６０には、後述する電源供給部１７０により生成された駆動電力が、電源ス
イッチＳＷを介して供給される。この電源スイッチＳＷは、上述したセンサ部１２０と同
様に、演算回路部１３０によりオン、オフ状態が制御され、第１の情報通信端末機器１０
０及び第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、表示部１６０への駆動
電力の供給が遮断されて、表示部１６０の機能が休止する。
【００２７】
　電源供給部１７０は、一定の電源電圧を出力する電池部１７２と、電池部１７２から供
給される電源電圧に基づいて、所定の駆動電力を生成して出力する電源部１７４と、を有
している。電源供給部１７０により生成された駆動電力は、直接、又は、電源スイッチＳ
Ｗを介して、上述した第１の情報通信端末機器１００又は第２の情報通信端末機器２００
の各構成に供給される。ここで、電池部１７２は、例えば市販の乾電池やコイン型電池、
ボタン型電池等の一次電池、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等の二次電池を適用
することができる。また、電池部１７２は、上記の一次電池や二次電池のほか、振動や光
、熱、電磁波等のエネルギーにより発電する環境発電（エナジーハーベスト）技術による
電源等を単独で、あるいは、併用して適用することもできる。
【００２８】
　（無線通信部の回路構成）
　次に、本実施形態に係る第１の情報通信端末機器１００や第２の情報通信端末機器２０
０に適用される無線通信部１５０の回路構成について説明する。
【００２９】
　図３は、本実施形態に係る情報通信端末機器に適用される無線通信部の一例を示す回路
構成図である。ここでは、無線通信部としてブルートゥース（Bluetooth（登録商標））
通信に適用される回路構成の一例を示すが、他の無線通信方式においても略同等の回路構
成が適用される。本実施形態においては、電子機器システムを構成する情報通信端末機器
の各々に、図３に示す回路構成を有する無線通信部１５０が設けられている。なお、図３
においては、便宜的に各構成間の信号の伝達状態を矢印で示すが、実際には、無線通信部
１５０の制御状態に応じて、特定の構成間で信号が伝達される。
【００３０】
　本実施形態に適用される無線通信部１５０は、例えば図３に示すように、大別して、ア
ンテナ部１０と、受信部（通知信号受信部、確認信号受信部）２０と、送信部（通知信号
送信部、確認信号送信部）３０と、通信制御部（スリープ解除制御部、動作状態判定部）
４０と、基準周波数生成部５０と、を有している。
【００３１】
　アンテナ部１０は、送受信アンテナ１１と、整合回路１２、１４と、バンドパスフィル
タ１３と、送受信切り替え部（又はアンテナ共用部）１５と、を有し、ブルートゥース（
Bluetooth（登録商標））通信に適用される所定の高周波信号（ここでは、２．４ＧＨｚ
のアナログＲＦ信号）を、第１の情報通信端末機器１００と第２の情報通信端末機器２０
０との間で送受信する。すなわち、アンテナ部１０は、送受信アンテナ１１を介して受信
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した高周波信号（受信信号）から、バンドパスフィルタ１３により所定の周波数帯域の信
号成分を取り出して、送受信切り替え部１５を介して後述する受信部２０に出力する。ま
た、アンテナ部１０は、後述する送信部３０により生成され、送受信切り替え部１５を介
して送出された高周波信号を、バンドパスフィルタ１３により周波数帯域を制限して、送
信信号として送受信アンテナ１１から送信する。
【００３２】
　受信部２０は、ローノイズアンプ（ＬＮＡ）２１と、バンドパスフィルタ２２と、ミキ
サー（混合器）２３と、バンドパスフィルタ２４と、可変ゲインアンプ（ＩＦ－ＶＧＡ）
２５と、Ａ／Ｄ（アナログ－デジタル）コンバータ２６と、電圧制御発振器（ＶＣＯ）２
７と、位相同期回路（ＰＬＬ）２８と、比較器２９と、を有している。
【００３３】
　受信部２０は、アンテナ部１０において受信された受信信号（アナログＲＦ信号）を、
ローノイズアンプ２１により増幅した後、バンドパスフィルタ２２により所定の周波数帯
域の信号成分を取り出して、ミキサー２３に送出する。ミキサー２３は、位相同期回路（
ＰＬＬ）２８及び電圧制御発振器（ＶＣＯ）２７により生成される受信周波数に基づいて
、送出された受信信号を中間周波数（ＩＦ）帯域の信号へダウンコンバートする。ダウン
コンバートされた受信信号（アナログＩＦ信号）は、バンドパスフィルタ（チャンネル選
択フィルタ）２４によりさらに周波数帯域が制限されて信号チャンネルが選択された後、
可変利得アンプ（ＶＧＡ）２６により所定の信号レベルに増幅され、Ａ／Ｄコンバータ２
６によりデジタル信号に変換されて受信ベースバンド信号として、後述する通信制御部４
０に出力される。
【００３４】
　また、本実施形態においては、受信部２０は、上記ミキサー２３によりダウンコンバー
トされ、バンドパスフィルタ２４により周波数帯域が制限された受信信号（アナログＩＦ
信号）を比較器２９に取り込み、受信信号の電力（又は信号レベル）と所定の閾値とを比
較して、その比較結果を後述する通信制御部４０のウェイクアップ管理ブロック４４に出
力する。
【００３５】
　送信部３０は、パワーアンプ（ＰＡ）３１と、バンドパスフィルタ３２と、ミキサー（
混合器）３３と、アンプ３４と、バンドパスフィルタ３５と、Ｄ／Ａ（デジタル－アナロ
グ）コンバータ３６と、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３７と、位相同期回路（ＰＬＬ）３８
と、を有している。
【００３６】
　送信部３０は、後述する通信制御部４０において生成されて送出されるデジタル信号か
らなるベースバンド信号を、Ｄ／Ａコンバータ３６によりアナログ信号（送信信号）に変
換し、バンドパスフィルタ３５及びアンプ３４により所定の周波数帯域の信号成分を増幅
して、ミキサー３３に送出する。ミキサー３３は、位相同期回路（ＰＬＬ）３８及び電圧
制御発振器（ＶＣＯ）３７により生成される送信周波数に基づいて、送出された送信信号
を高周波（ＲＦ）帯域の信号へアップコンバートする。アップコンバートされた送信信号
（アナログＲＦ信号）は、バンドパスフィルタ３２及びパワーアンプ（ＰＡ）によりさら
に周波数帯域が制限されて増幅され、アンテナ部１０に送出される。
【００３７】
　通信制御部４０は、デジタル信号処理を行うベースバンドコアプロセッサであって、デ
モジュレ－タ（復調器）４１と、モジュレータ（変調器）４２と、制御回路４３と、を有
している。制御回路４３は、受信部２０から送出され、デモジュレータ４１を介して復調
された受信ベースバンド信号が入力される。受信部２０を介して入力された信号は、図２
に示した演算回路部１３０に送出されて、演算回路部１３０において実行されるプログラ
ムに使用される。また、演算回路部１３０において実行されるプログラムに基づいて、制
御回路４３において所定の送信ベースバンド信号が生成される。制御回路４３において生
成された送信ベースバンド信号は、モジュレータを介して変調されて送信部３０に送出さ
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れる。
【００３８】
　また、本実施形態において、制御回路４３は、ウェイクアップ管理ブロック４４を有し
、受信部２０の比較器２９から出力される、受信信号の電力と所定の閾値との比較結果Ｒ
ｘに基づいて、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００のスリ
ープ状態の解除処理に関する信号を演算回路部１３０に送出する。また、ウェイクアップ
管理ブロック４４は、演算回路部１３０から送出される起動命令信号に基づいて、送信部
３０において起動通知信号を生成して送出するためのウェイクアップ信号Ｔｘを出力する
。ウェイクアップ信号Ｔｘは、例えば送信部３０の最終段のパワーアンプ（ＰＡ）３１に
入力され、パワーアンプ（ＰＡ）３１がウェイクアップ信号Ｔｘを受信することにより、
送信部３０の特定の回路部分（パワーアンプ（ＰＡ）３１、バンドパスフィルタ３２、ミ
キサー３３、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３７、位相同期回路（ＰＬＬ）３８）が動作して
、無変調波からなる起動通知信号が生成される。起動通知信号は、アンテナ部１０を介し
て、第２の情報通信端末機器２００に送信される。
【００３９】
　基準周波数生成部５０は、水晶発振回路５１と、通信制御部４０用の周波数発生回路（
ＢＢ＿ＰＬＬ＆ＶＣＯ）５２とを有し、受信部２０に設けられた位相同期回路（ＰＬＬ）
２８や、送信部３０に設けられた位相同期回路（ＰＬＬ）３８、通信制御部４０における
動作を規定する基準周波数を有するクロック信号を生成して供給する。
【００４０】
　＜電子機器システムの制御方法＞
　次に、本発明に係る電子機器システムの制御方法について説明する。ここでは、上述し
た回路構成を有する第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００か
らなる電子機器システムにおいて、無線通信によりスリープ状態を解除して通常の動作状
態に復起させる制御動作（スリープ状態解除方法）について説明する。また、以下に示す
一連の処理動作は、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００の
演算回路部１３０において実行される所定のアルゴリズムプログラムに基づいて実現され
る。
【００４１】
　図４は、本実施形態に係る第１の情報通信端末機器の制御方法の一例を示すフローチャ
ートであり、図５は、本実施形態に係る第２の情報通信端末機器の制御方法の一例を示す
フローチャートである。ここでは、第１の情報通信端末機器１００を、スリープ状態を解
除するための起動通知信号を第２の情報通信端末機器２００に送信する側（便宜的に「送
信側」と記す）の端末機器とし、第２の情報通信端末機器２００を、第１の情報通信端末
機器１００から送信される起動通知信号を受信してスリープ状態が解除される側（便宜的
に「受信側」と記す）の端末機器として説明する。
【００４２】
　また、図６～図１３は、本実施形態に係る電子機器システムの制御方法における第１及
び第２の情報通信端末機器の動作状態を示す回路構成図である。ここで、図６、図８、図
９、図１２、図１３は、送信側である第１の情報通信端末機器における動作状態を示す回
路構成図であり、図７、図１０、図１１は、受信側である第２の情報通信端末機器におけ
る動作状態を示す回路構成図である。なお、図６～図１３においては、非動作状態にある
構成を、便宜的にハッチングを施して（グレーに着色して）表記した。
【００４３】
　本実施形態に係る電子機器システムの制御方法（スリープ状態解除方法）は、図４、図
５のフローチャートに示すように、まず、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報
通信端末機器２００が通常の動作状態になっている状態において、演算回路部１３０が一
定時間内に入力操作部１１０の操作等の、所定の動作が行われたか否かを判定する（ステ
ップＳ１０２、Ｓ２０２）。一定時間内に所定の動作が行われなかった場合には、演算回
路部１３０は、消費電力を低減するために、電源供給部１７０から第１の情報通信端末機
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器１００及び第２の情報通信端末機器２００の各構成への駆動電力の供給を遮断して、第
１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００をスリープ状態に移行さ
せる（ステップＳ１０４、Ｓ２０４）。
【００４４】
　ここで、送信側である第１の情報通信端末機器１００のスリープ状態においては、図６
に示すように、無線通信部１５０の受信部２０や、ウェイクアップ管理ブロック４４を除
く通信制御部４０、水晶発振回路５１を除く基準周波数生成部５０への駆動電力の供給が
遮断され、これらの機能が休止した状態に設定される。また、送信部３０のうち、少なく
とも特定の周波数（例えば２．４～２．４８ＧＨｚ）の無変調波（搬送波）を生成して出
力する回路部分を除く、送信ベースバンド信号の出力回路部分への駆動電力の供給が遮断
され、これらの機能が休止した状態に設定される。図６において、特定の周波数の無変調
波を生成して出力する回路部分は、パワーアンプ（ＰＡ）３１と、バンドパスフィルタ３
２と、ミキサー３３と、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３７と、位相同期回路（ＰＬＬ）３８
とに対応し、送信ベースバンド信号の出力回路部分は、アンプ３４と、バンドパスフィル
タ３と、Ｄ／Ａコンバータ３６とに対応する。
【００４５】
　すなわち、第１の情報通信端末機器１００のスリープ状態においては、無線通信部１５
０の送信部３０のうち、第２の情報通信端末機器２００に送信する無変調波の生成、出力
に関連する回路部分にのみ、駆動電力が供給されて動作状態が維持され、その他の構成へ
の駆動電力の供給が遮断されて非動作状態にある、最小機能動作状態に設定される（ステ
ップＳ１０６）。ここで、特定周波数の無変調波は、受信側である第２の情報通信端末機
器２００におけるスリープ状態を解除するための起動通知信号として使用される。
【００４６】
　また、上記の第１の情報通信端末機器１００のスリープ状態においては、可変型のパワ
ーアンプ（ＰＡ）３１は固定ゲインに設定され、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３７及び位相
同期回路（ＰＬＬ）３８の設定値は起動通知信号固有の特定周波数に設定されている。こ
れにより、後述するように、送信側である第１の情報通信端末機器１００において、ユー
ザによる入力操作（又は特定のセンサによる状態変化の検知）に基づく起動通知が発生し
た時点から、無線通信部１５０の送信部３０により起動通知信号を生成して、受信側であ
る第２の情報通信端末機器２００に送信するまでの期間をより短縮（高速に）することが
できる。また、第１の情報通信端末機器１００のスリープ状態においては、パワーアンプ
（ＰＡ）３１のゲイン設定は、第２の情報通信端末機器２００との所要通信距離に対する
必要最小値に設定されている。すなわち、パワーアンプ（ＰＡ）３１のゲインの設定値は
、第２の情報通信端末機器２００が起動通知信号を受信することを可能とする第１の情報
通信端末機器１００と第２の情報通信端末機器２００との間の通信距離の設定値に応じた
値とされる。ここで、この通信距離を比較的短い距離とする場合には、このゲインの設定
値は比較的小さい値に設定され、この通信距離を比較的長い距離とする場合には、このゲ
インの設定値は比較的大きい値に設定される。これにより、送信側である第１の情報通信
端末機器１００における消費電力を必要最小限の値に低減させることができる。
【００４７】
　一方、受信側である第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、図７に
示すように、無線通信部１５０の送信部３０や、ウェイクアップ管理ブロック４４を除く
通信制御部４０、水晶発振回路５１を除く基準周波数生成部５０への駆動電力の供給が遮
断され、これらの機能が休止した状態に設定される。また、受信部２０のうち、少なくと
も特定の周波数の無変調波（搬送波）をダウンコンバートして電力を比較する回路部分（
ローノイズアンプ（ＬＮＡ）２１、バンドパスフィルタ２２、ミキサー２３、電圧制御発
振器（ＶＣＯ）２７、位相同期回路（ＰＬＬ）２８）を除く、受信ベースバンド信号の入
力回路部分（可変ゲインアンプ２５、Ａ／Ｄコンバータ２６）への駆動電力の供給が遮断
され、これらの機能が休止した状態に設定される。
【００４８】
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　すなわち、第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、無線通信部１５
０の受信部２０のうち、第１の情報通信端末機器１００から送信される無変調波の受信、
判定に関連する回路部分にのみ、駆動電力が供給されて動作状態が維持され、その他の構
成への駆動電力の供給が遮断されて非動作状態にある、最小機能動作状態に設定される（
ステップＳ２０６）。
【００４９】
　ここで、上記の第２の情報通信端末機器のスリープ状態においては、可変型のローノイ
ズアンプ（ＬＮＡ）２１は固定ゲインに設定され、電圧制御発振器（ＶＣＯ）２７及び位
相同期回路（ＰＬＬ）２８の設定値は起動通知信号固有の特定周波数に設定されている。
これにより、後述するように、送信側である第１の情報通信端末機器１００から送信され
る無変調波（起動通知信号）を欠落することなく受信することができる。また、第２の情
報通信端末機器２００のスリープ状態においては、ローノイズアンプ（ＬＮＡ）２１のゲ
イン設定は、第１の情報通信端末機器１００との所要通信距離に対する必要最小値に設定
されている。すなわち、ローノイズアンプ（ＬＮＡ）２１のゲインの設定値は、第２の情
報通信端末機器２００が起動通知信号を受信することを可能とする第１の情報通信端末機
器１００と第２の情報通信端末機器２００との間の通信距離の設定値に応じた値とされる
。ここで、この通信距離を比較的短い距離とする場合には、このゲインの設定値は比較的
小さい値に設定され、この通信距離を比較的長い距離とする場合には、このゲインの設定
値は比較的大きい値に設定される。これにより、受信側である第２の情報通信端末機器２
００における消費電力を必要最小限の値に低減させることができる。
【００５０】
　次いで、第１の情報通信端末機器１００において、ユーザによる入力操作が行われて（
又は特定のセンサによる状態の変化が検知されて）、第２の情報通信端末機器２００のス
リープ状態を解除するための起動通知が発生した場合（ステップＳ１０８）には、第１の
情報通信端末機器１００の無線通信部１５０は、図８に示すように、ウェイクアップ管理
ブロック４４からウェイクアップ信号Ｔｘを出力する。ウェイクアップ信号Ｔｘが、送信
部３０のパワーアンプ（ＰＡ）３１に入力されることにより、送信部３０の特定の回路部
分（パワーアンプ（ＰＡ）３１、バンドパスフィルタ３２、ミキサー３３、電圧制御発振
器（ＶＣＯ）３７、位相同期回路（ＰＬＬ）３８）が動作して、位相同期回路（ＰＬＬ）
３８及び電圧制御発振器（ＶＣＯ）３７により生成される特定周波数に基づいて、無変調
波からなる起動通知信号が生成される。送信部３０において生成された起動通知信号は、
アンテナ部１０を介して第２の情報通信端末機器２００に送信される（ステップＳ１１０
）。
【００５１】
　また、第１の情報通信端末機器１００の無線通信部１５０は、上記の無変調波からなる
起動通知信号を生成して送信する動作を実行した後、図９に示す動作状態に移行する。す
なわち、図６、図８に示した、無線通信部１５０の送信部３０のうち、無変調波の生成、
出力に関連する回路部分が動作状態にあることに加え、無線通信部１５０の受信部２０の
うち、後述する第２の情報通信端末機器２００から送信される起動確認信号の受信、判定
に関連する回路部分が動作状態（すなわち、受信可能状態）にある、最小機能動作状態に
設定される（ステップＳ１１２）。
【００５２】
　次いで、第２の情報通信端末機器２００の無線通信部１５０において、一定時間内に第
１の情報通信端末機器１００から送信された無変調波からなる起動通知信号を受信しなか
った場合（ステップＳ２０８）には、ステップＳ２０６に戻って、受信部２０のうち、第
１の情報通信端末機器１００から送信される起動通知信号の受信に関連する回路部分のみ
が動作状態にある、最小機能動作状態を維持する。
【００５３】
　一方、第２の情報通信端末機器２００の無線通信部１５０において、一定時間内に第１
の情報通信端末機器１００から送信された起動通知信号を受信した場合（ステップＳ２０
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８）には、図１０に示すように、ミキサー２３によりダウンコンバートされた起動通知信
号の電力が所定の閾値以上であるか否かを、比較器２９により比較する（ステップＳ２１
０）。受信した起動通知信号の電力が所定の閾値以上ではない場合には、演算回路部１３
０は、受信した信号が正規の起動通知信号ではない（例えばノイズである）と判断する。
そして、ステップＳ２０６に戻って、受信部２０のうち、起動通知信号の受信に関連する
回路部分のみが動作状態にある、最小機能動作状態を維持し、第１の情報通信端末機器１
００からの起動通知信号を受信する動作を繰り返す。
【００５４】
　一方、第２の情報通信端末機器２００の無線通信部１５０において、受信した起動通知
信号の電力が所定の閾値以上である場合には、比較器２９はその比較結果（すなわち、起
動通知）Ｒｘを通信制御部４０のウェイクアップ管理ブロック４４に出力する。そして、
ウェイクアップ管理ブロック４４が、演算回路部１３０にスリープ状態を解除するための
起動通知信号の受信を通知することにより、演算回路部１３０は、第２の情報通信端末機
器２００の各構成への駆動電力の供給を再開させて、スリープ状態を解除して通常の動作
状態に復起させる（ステップＳ２１２）。このとき、第２の情報通信端末機器２００の無
線通信部１５０は、図１１に示す動作状態に移行する。すなわち、送信側である第１の情
報通信端末機器１００との間で無線通信により実現される種々のデータの送受信に関連す
る回路部分（すなわち、無線通信部１５０全体）が動作している状態に設定される。
【００５５】
　そして、第２の情報通信端末機器２００におけるスリープ状態の解除後、無線通信部１
５０は、図１１に示すように、送信部３０の特定の回路部分（パワーアンプ（ＰＡ）３１
、バンドパスフィルタ３２、ミキサー３３、電圧制御発振器（ＶＣＯ）３７、位相同期回
路（ＰＬＬ）３８）により、特定周波数の無変調波からなる起動確認信号を生成する。送
信部３０において生成された起動確認信号は、アンテナ部１０を介して第１の情報通信端
末機器１００に送信される（ステップＳ２１４）。
【００５６】
　このように、受信側である第２の情報通信端末機器２００は、図５のフローチャートに
示した一連の処理動作を実行することにより、送信側である第１の情報通信端末機器１０
０から送信された起動通知信号に基づいて、スリープ状態から通常の動作状態に復起する
。そして、送信部３０において生成された起動確認信号を、アンテナ部１０を介して第１
の情報通信端末機器１００に送信した後、再びステップＳ２０２以降の処理動作を繰り返
して、一定時間内に所定の動作を行われなかった場合には、再びスリープ状態に移行する
（ステップＳ２０４）。
【００５７】
　一方、送信側である第１の情報通信端末機器１００において、図９に示したように、無
線通信部１５０の受信部２０のうち、受信側である第２の情報通信端末機器２００から送
信される起動確認信号の受信、判定に関連する回路部分が動作している状態（受信可能状
態；ステップＳ１１２）で、一定時間内に第２の情報通信端末機器２００から送信された
無変調波からなる起動確認信号を受信した場合（ステップＳ１１４）には、次の処理動作
が実行される。すなわち、図１２に示すように、比較器２９において、ミキサー２３によ
りダウンコンバートされた起動確認信号の電力が所定の閾値以上であるか否かが比較され
る（ステップＳ１１６）。受信した起動確認信号の電力が所定の閾値以上ではない場合に
は、演算回路部１３０は、受信した信号が正規の起動確認信号ではない（例えばノイズで
ある）と判断する。そして、ステップＳ１０６に戻って、送信部３０のうち、起動通知信
号の生成、出力に関連する回路部分のみが動作状態にある、最小機能動作状態を維持し、
起動通知が発生した場合に起動通知信号を送信する動作を繰り返す。このとき、第１の情
報通信端末機器１００の無線通信部１５０は、図６に示した動作状態に移行する。
【００５８】
　一方、第１の情報通信端末機器１００の無線通信部１５０において、受信した起動確認
信号の電力が所定の閾値以上である場合には、比較器２９はその比較結果（すなわち、起
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動確認）Ｒｘを通信制御部４０のウェイクアップ管理ブロック４４に出力する。そして、
ウェイクアップ管理ブロック４４が、演算回路部１３０に起動確認信号の受信を通知する
ことにより、演算回路部１３０は、第２の情報通信端末機器２００におけるスリープ状態
が解除されて通常の動作状態に復起したことを確認（判定）する。また、演算回路部１３
０は、起動確認信号の受信の通知に基づいて、第１の情報通信端末機器１００の各構成へ
の駆動電力の供給を再開させて、スリープ状態を解除して通常の動作状態に復起させる（
ステップＳ１１８）。このとき、第１の情報通信端末機器１００の無線通信部１５０は、
図１３に示した動作状態に移行する。すなわち、受信側である第２の情報通信端末機器２
００との間で無線通信により実現される種々のデータの送受信に関連する回路部分（すな
わち、無線通信部１５０全体）が動作している状態に設定される。
【００５９】
　このように、送信側である第１の情報通信端末機器１００は、図４のフローチャートに
示した一連の処理動作を実行することにより、起動通知信号を受信した第２の情報通信端
末機器２００から送信された起動確認信号に基づいて、スリープ状態から通常の動作状態
に復起する。これにより、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２
００の双方のスリープ状態が解除されて、第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報
通信端末機器２００間の通信状態が確立され、通常のデータの送受信が可能な状態となる
。その後、再びステップＳ１０２以降の処理動作を繰り返して、一定時間内に所定の動作
を行われなかった場合には、再びスリープ状態に移行する（ステップＳ１０４）。
【００６０】
　一方、第１の情報通信端末機器１００において、図９に示したように、無線通信部１５
０の受信部２０のうち、第２の情報通信端末機器２００から送信される起動確認信号の受
信、判定に関連する回路部分が動作している状態（受信可能状態；ステップＳ１１２）で
、一定時間内に第２の情報通信端末機器２００から送信された起動確認信号を受信しなか
った場合（ステップＳ１１４）には、次の処理動作が実行される。すなわち、通信制御部
４０において、起動通知信号を送信したが起動確認信号を受信しなかった回数をカウント
し、当該状態が所定回数に達していない場合（ステップＳ１２０）には、演算回路部１３
０は、起動確認信号の未受信が軽微（修復可能）な原因によるものと判断する。そして、
ステップＳ１０６に戻って、送信部３０のうち、起動通知信号の生成、出力に関連する回
路部分のみが動作状態にある、最小機能動作状態を維持し、起動通知が発生した場合に起
動通知信号を送信する動作を繰り返す。
【００６１】
　一方、第１の情報通信端末機器１００の無線通信部１５０において、起動通知信号を送
信したが起動確認信号を受信しなかった状態が所定回数繰り返された場合（ステップＳ１
２０）には、演算回路部１３０は、送信側である第１の情報通信端末機器１００と受信側
である第２の情報通信端末機器２００間の通信状態や処理動作に重大（修復不可能）な異
常があると判断する。そして、演算回路部１３０は、例えば表示部１６０において、「SL
EEP解除できません」等のメッセージを表示して、ユーザに通知する（ステップＳ１２２
）。
【００６２】
　このように、本実施形態に係る電子機器システムにおいては、入力操作等に起因する起
動通知の発生時に送信側である第１の情報通信端末機器１００から送信される起動通知信
号を、受信側である第２の情報通信端末機器２００で受信することにより、第２の情報通
信端末機器２００のスリープ状態が解除されて通常の動作状態に復帰する。ここで、本実
施形態においては、上記起動通知信号として、通常の変調波ではなく、特定周波数の無変
調波（搬送波）を使用する。また、送信側である第１の情報通信端末機器１００において
は、少なくとも、第１の情報通信端末機器１００の送信部３０のうち、上記の特定周波数
の無変調波からなる起動通知信号の生成、出力に関連する回路部分のみが、所定の動作条
件（ゲインや周波数等）に設定された動作状態にある、最小機能動作状態に維持されてい
る。また、受信側である第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、少な
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くとも、第２の情報通信端末機器２００の受信部２０のうち、上記の起動通知信号の受信
、判定に関連する回路部分のみが、所定の動作条件（ゲインや周波数等）に設定された動
作状態にある、最小機能動作状態に維持されている。さらに、この第１の情報通信端末機
器１００及び第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、第１の情報通信
端末機器１００と第２の情報通信端末機器２００との間の通信状態（無線通信のリンク状
態）は維持されておらず、スリープ状態の解除時に生成される起動通知信号の電力成分に
基づいて、スリープ状態の解除の可否が判断される。
【００６３】
　これによれば、本実施形態においては、送信側と受信側の情報通信端末機器間で通常の
通信状態（無線通信のリンク状態）を常時維持する方法に比較して、スリープ状態の解除
時に生成される起動通知信号の送受信に関連する最小限の回路部分のみの動作状態を維持
すればよいので、情報通信端末機器のスリープ状態、及び、当該スリープ状態を解除する
際の消費電力を低減することができる。
【００６４】
　また、本実施形態においては、情報通信端末機器のスリープ状態を解除するための起動
通知信号として、特定周波数の無変調波（搬送波）を使用しているので、起動通知信号と
して通常の変調波を使用する方法に比較して、起動通知信号の送受信に関連する回路部分
の消費電力を低減することができるとともに、迅速に起動通知信号を生成、送信してスリ
ープ状態を解除して通常の動作状態に復起（高速ウェイクアップ）させることができる。
【００６５】
　さらに、本実施形態においては、第１の情報通信端末機器１００のスリープ状態におい
ては、パワーアンプ（ＰＡ）３１のゲイン設定は、所要通信距離に対する必要最小値に設
定され、第２の情報通信端末機器２００のスリープ状態においては、ローノイズアンプ（
ＬＮＡ）２１のゲイン設定は、所要通信距離に対する必要最小値に設定されているので、
第１の情報通信端末機器１００及び第２の情報通信端末機器２００の消費電力を所要通信
距離に応じた必要最小限の値に低減させることができる。
【００６６】
　さらに、本実施形態においては、特定周波数の無変調波からなる起動通知信号の電力成
分に基づいてスリープ状態の解除の可否を判断しているので、無線通信によるスリープ状
態の解除動作においてノイズの影響を受けにくくすることができ、情報通信端末機器のス
リープ状態を確実に解除することができる。
【００６７】
　また、本実施形態においては、情報通信端末機器におけるスリープ状態の解除動作の途
中であっても、所定の動作をしない状態が一定時間経過した場合には、スリープ状態を維
持、又は、再度スリープ状態に戻るように制御される。これにより、情報通信端末機器に
おける消費電力をさらに低減することができる。
【００６８】
　また、本実施形態においては、無線通信により送信側の情報通信端末機器から受信側の
情報通信端末機器に起動通知信号を送信して、受信側の情報通信端末機器のスリープ状態
を解除する制御動作に加え、受信側の情報通信端末機器から送信される起動確認信号によ
り、送信側の情報通信端末機器において受信側の情報通信端末機器のスリープ状態が解除
されたか否かを確認（判定）する制御動作が実行される。これにより、受信側の情報通信
端末機器において、スリープ状態が解除できなかった場合には、送信側の情報通信端末機
器から起動通知信号の再送信等（リトライ）の処理動作を行うことができるので、受信側
の情報通信端末機器のスリープ状態を確実に解除して通常の動作状態に復起（ウェイクア
ップ）させることができる。
【００６９】
　さらに、本実施形態においては、起動確認信号として特定周波数の無変調波を使用し、
その電力成分に基づいて受信側の情報通信端末機器のスリープ状態が解除されたか否かを
確認（判定）し、送信側の情報通信端末機器のスリープ状態を解除するので、送信側と受
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信側の情報通信端末機器を確実に通常の動作状態に復起させることができる。また、無線
通信によるスリープ状態の解除を確認する動作においてノイズの影響を受けにくくするこ
とができるので、情報通信端末機器のスリープ状態を確実に解除することができる。
【００７０】
　（変形例）
　次に、本実施形態に係る電子機器システムの制御方法の変形例について説明する。
　上述した実施形態においては、送信側の情報通信端末機器から起動通知信号を送信して
、受信側の情報通信端末機器のスリープ状態を解除するとともに、受信側の情報通信端末
機器から送信される起動確認信号を受信することにより、送信側の情報通信端末機器にお
いて、受信側の情報通信端末機器のスリープ状態が解除されたか否かを確認するとともに
、送信側の情報通信端末機器のスリープ状態を解除する制御方法について説明した。
【００７１】
　本実施形態に係る電子機器システムの制御方法の第１の変形例においては、送信側の情
報通信端末機器において起動通知が発生した場合には、送信側の情報通信端末機器におい
て起動通知信号を送信するとともに、送信側の情報通信端末機器のスリープ状態を解除し
、また、受信側の情報通信端末機器において起動通知信号を受信することによりスリープ
状態を解除する制御動作を実行する。すなわち、受信側の情報通信端末機器から送信され
る起動確認信号を必要とする（受信する）ことなく、起動通知の発生のみを条件として送
信側の情報通信端末機器のスリープ状態が解除される。
【００７２】
　これにより、本実施形態の第１の変形例によれば、送信側の情報通信端末機器において
起動通知が発生すると、送信側及び受信側の情報通信端末機器の双方において低消費電力
かつ迅速にスリープ状態を解除して通常の動作状態に復帰させることができる。
【００７３】
　また、本実施形態に係る電子機器システムの制御方法の第２の変形例においては、起動
通知が発生すると、送信側の情報通信端末機器から起動通知信号を送信し、受信側の情報
通信端末機器において、起動通知が発生したか否かを確認して、送信側の情報通信端末機
器に第１の起動確認信号を送信する。次いで、受信側の情報通信端末機器から送信される
第１の起動確認信号を受信することにより、送信側の情報通信端末機器において、受信側
の情報通信端末機器との通信状態が確立されたことを確認して、送信側の情報通信端末の
スリープ状態を解除するとともに、受信側の情報通信端末機器に第２の起動確認信号を送
信する。次いで、送信側の情報通信端末機器から送信される第２の起動確認信号を受信す
ることにより、受信側の情報通信端末機器において、送信側の情報通信端末機器のスリー
プ状態が解除されたか否かを確認するとともに、受信側の情報通信端末機器のスリープ状
態を解除する制御動作を実行する。すなわち、送信側と受信側の情報通信端末機器双方の
無線通信部が通常の動作状態に復起して、送信側と受信側の情報通信端末機器間の通信状
態が確立した場合に、双方の情報通信端末機器のスリープ状態が解除される。
【００７４】
　これにより、本実施形態の第２の変形例によれば、送信側と受信側の情報通信端末機器
間の通信状態が確立されたか否かを確認（判定）して双方の情報通信端末機器のスリープ
状態が解除されるので、送信側と受信側の情報通信端末機器を確実に通常の動作状態に復
起させることができる。
【００７５】
　なお、上述した実施形態においては、情報通信端末機器間で送受信する起動通知信号及
び起動確認信号について、特定周波数の無変調波を使用し、その電力の大きさ（比較結果
）に基づいて起動通知及び起動確認を行う場合について説明したが、本発明はこれに限定
されるものではない。すなわち、本発明は、起動確認信号として通常の変調波を使用する
ものであってもよい。
【００７６】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態
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に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むも
のである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００７７】
　（付記）
　［１］
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムであって、
　前記複数の端末機器は第１の端末機器と第２の端末機器を有し、
　前記第１の端末機器は、スリープ状態になっている前記第２の端末機器のスリープ状態
を解除させるときに、無変調波からなる起動通知信号を生成して送信する通知信号送信部
を有し、
　前記第２の端末機器は、スリープ状態において前記第１の端末機器から送信された前記
起動通知信号を受信する通知信号受信部と、スリープ状態において前記起動通知信号の電
力成分に基づいて当該第２の端末機器のスリープ状態を解除するスリープ解除制御部と、
を有することを特徴とする電子機器システム。
【００７８】
　［２］
　前記スリープ解除制御部は、前記起動通知信号の電力成分が第１の閾値以上であるとき
に、前記第２の端末機器のスリープ状態を解除することを特徴とする［１］に記載の電子
機器システム。
【００７９】
　［３］
　前記第２の端末機器は、無変調波からなる起動確認信号を生成して送信する確認信号送
信部を有し、
　前記第１の端末機器は、前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を受信す
る確認信号受信部と、前記起動確認信号の電力成分に基づいて、前記第２の端末機器の動
作状態を確認する動作状態判定部と、を有し、
　前記スリープ解除制御部は、前記第２の端末機器のスリープ状態が解除されたときに、
前記確認信号送信部から前記起動確認信号を送信することを特徴とする［１］又は２に記
載の電子機器システム。
【００８０】
　［４］
　前記動作状態判定部は、前記起動確認信号の電力成分が第２の閾値以上であるときに、
前記第２の端末機器のスリープ状態が解除されたと判定することを特徴とする［３］に記
載の電子機器システム。
【００８１】
　［５］
　前記第１の端末機器は、スリープ状態において、前記確認信号受信部と前記動作状態判
定部とを動作させ、
　前記動作状態判定部は、前記起動確認信号に基づいて、前記第１の端末機器のスリープ
状態を解除することを特徴とする［３］又は［４］に記載の電子機器システム。
【００８２】
　［６］
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムに適用される一の端末機器で
あって、
　スリープ状態になっている他の端末機器の前記スリープ状態を解除させるときに、無変
調波からなる起動通知信号を生成して送信する通知信号送信部と、
　前記スリープ状態が解除された前記他の端末機器から送信される無変調波からなる起動
確認信号を受信する確認信号受信部と、
　前記起動確認信号の電力成分に基づいて、前記他の端末機器の前記スリープ状態が解除



(19) JP 6241613 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

されたか否かを判定する動作状態判定部と、
を有することを特徴とする端末機器。
【００８３】
　［７］
　［６］記載の他の端末機器であって、
　スリープ状態になっているときに、［６］記載の一の端末機器から送信される無変調波
からなる起動通知信号を受信する通知信号受信部と、
　前記スリープ状態になっているときに、前記起動通知信号の電力成分に基づいて前記ス
リープ状態を解除するスリープ解除制御部と、
　前記スリープ状態が解除されたときに、無変調波からなる起動確認信号を生成して送信
する確認信号送信部と、
を有することを特徴とする端末機器。
【００８４】
　［８］
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムの制御方法であって、
　前記複数の端末機器は第１の端末機器と第２の端末機器を有し、
　スリープ状態になっている前記第２の端末機器のスリープ状態を解除させるときに、前
記第１の端末機器から、無変調波からなる起動通知信号を生成して送信し、
　前記第１の端末機器から送信された前記起動通知信号を、スリープ状態の前記第２の端
末機器により受信し、前記起動通知信号の電力成分に基づいて、前記第２の端末機器のス
リープ状態を解除する、
ことを特徴とする電子機器システムの制御方法。
【００８５】
　［９］
　前記第２の端末機器のスリープ状態が解除されたときに、前記第２の端末機器から、無
変調波からなる起動確認信号を生成して送信し、
　前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を、前記第１の端末機器により受
信し、前記起動確認信号の電力成分に基づいて、前記第２の端末機器の動作状態を確認す
る、
ことを特徴とする［８］に記載の電子機器システムの制御方法。
【００８６】
　［１０］
　無線通信を行う複数の端末機器を備える電子機器システムの制御プログラムであって、
　前記複数の端末機器は第１の端末機器と第２の端末機器を有し、
　コンピュータに、
　スリープ状態になっている前記第２の端末機器のスリープ状態を解除させるときに、前
記第１の端末機器から、無変調波からなる起動通知信号を生成して送信させ、
　前記第１の端末機器から送信された前記起動通知信号を、スリープ状態の前記第２の端
末機器により受信させて、前記起動通知信号の電力成分に基づいて、前記第２の端末機器
のスリープ状態を解除させる、
ことを特徴とする電子機器システムの制御プログラム。
【００８７】
　［１１］
　前記第２の端末機器のスリープ状態が解除されたときに、前記第２の端末機器から、無
変調波からなる起動確認信号を生成して送信させ、
　前記第２の端末機器から送信された前記起動確認信号を、前記第１の端末機器により受
信させて、前記起動確認信号の電力成分に基づいて、前記第２の端末機器の動作状態を確
認させる、
ことを特徴とする［１０］に記載の電子機器システムの制御プログラム。
【符号の説明】
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【００８８】
　１０　　　アンテナ部
　２０　　　受信部
　２９　　　比較器
　３０　　　送信部
　４０　　　通信制御部
　４４　　　ウェイクアップ管理ブロック
　５０　　　基準周波数生成部
　１００　　第１の情報通信端末機器
　１１０　　入力操作部
　１２０　　センサ部
　１３０　　演算回路部
　１４０　　メモリ部
　１５０　　無線通信部
　１６０　　表示部
　１７０　　電源供給部
　２００　　第２の情報通信端末機器

【図１】 【図２】
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【図１３】
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